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貿易の質の高い発展の推進に関する
指導意見 
 

【要点】 

○ 新華社は、2019年11月28日に中国共産党中央委員会・国務院の「貿易の質の高い発展の推進に関

する指導意見」(中国語名「关于推进贸易高质量发展的指导意见」、以下「指導意見」）を発表。 

○ 中国の輸出入は、ドルベースでは2019年1～11月期にそれぞれ2.3兆米ドル、1.9兆米ドルとなり、

いずれも前年同期より減少した。もっとも、貿易黒字は3,832億米ドルへ拡大し、2018年を超え

る水準にある。米国との貿易交渉が長引くと想定される中、貿易構造の最適化と海外市場の多角

化を通じて貿易の安定化（「穏外貿」）を図るために発表されたのが、この「指導意見」である。 

○ 「指導意見」では、9つの分野における34措置が打ち出された。具体的には、(1)貿易の新たな競

争優位の育成(①貿易振興のための産業基盤の強化、②貿易の革新能力の増強、③製品の品質向

上、④ブランドの育成加速)、(2)貿易構造の最適化による貿易振興の質と効率の向上(⑤貿易相

手国・地域や⑥国内での地域配置、⑦事業主体、⑧商品構成、⑨貿易方式の最適化)、(3)貿易の

持続可能な発展の推進(⑩輸入の積極的拡大、⑪サービス貿易の発展促進、⑫貿易と双方向投資

の効果的な連携の推進、⑬貿易と環境の協調的な発展の推進)、(4)貿易の新たな推進力の形成促

進(⑭貿易に関わる新業態の発展促進、⑮貿易のデジタル化水準の引き上げ、⑯サービスアウト

ソーシングの転換・高度化の加速)、(5)プラットフォームによる支援強化(⑰貿易集積地の育成、

⑱貿易促進プラットフォームと⑲国際マーケティング体系の整備、⑳公共サービスプラットフォ

ームと㉑効率的越境物流体系の構築)、(6)法治化・国際化・円滑化された貿易環境の整備(㉒管

理体制の改革深化、㉓自由貿易試験区のモデルとしての効果発揮、㉔知的財産権保護の強化と信

用システム整備の強化)、(7)「一帯一路」の経済・貿易協力の深化(㉕貿易協力の深化、㉖投資

協力方式の革新、㉗貿易・投資の自由化・円滑化の促進)、(8)貿易の新たな発展空間の創出(㉘

グローバル経済ガバナンスの積極的参加、㉙レベルの高い自由貿易区建設の加速）、(9)実施体

制の強化と保障体系の健全化(㉚貿易に対する党の全面的な指導の強化、㉛法制度の整備強化、

㉜政策支援の強化、㉝リスク防止の強化、㉞仲介組織・知的サポート体制の役割強化)、である。 
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【構成(概要)】 

「貿易の質の高い発展の推進に関する指導意見」 

（中国共産党中央委員会・国務院） 

成立日：2019年11月19日、発表日：2019年11月28日 

1.全体方針：より高い水準の開放型経済の新体制整備、国際経済・貿易関連の法律・規則の整備、

貿易分野の改革深化、市場化原則とビジネス規則の堅持、「一帯一路」の共同建設に重点を置い

た貿易構造の最適化、輸出入・モノとサービスの貿易・貿易と双方向投資・貿易と産業の調和的

な発展の推進、国内外要素の秩序ある移動・資源の効率的配置・市場の融合深化の促進、国際収

支の均衡、貿易の質の高い発展、開放・協力・包摂・共有・互恵ウインウインの新たな国際貿易

局面の形成を促し、中国の経済・社会の発展と人類運命共同体の構築により大きく貢献する。  

2.革新による駆動の加速による貿易の新たな競争優位の育成：①貿易振興のための産業基盤の強化

（産業の国際化推進等）、②貿易の革新能力の増強、③製品の品質向上、④ブランドの育成加速。 

3.貿易構造の最適化による貿易振興の質と効率の向上：⑤貿易相手国・地域の最適化、⑥国内での

地域配置の最適化、⑦事業主体の最適化、⑧商品構成の最適化、⑨貿易方式の最適化。 

4.均衡・協調の促進による貿易の持続可能な発展の推進：⑩輸入の積極的拡大、⑪サービス貿易の

発展促進、⑫貿易と双方向投資の効果的な連携の推進、⑬貿易と環境の協調的な発展の推進。 

5.新業態の育成による貿易の新たな推進力の形成促進：⑭貿易に関わる新業態の発展促進、⑮貿易

のデジタル化水準の引き上げ、⑯サービスアウトソーシングの転換・高度化の加速。 

6.プラットフォームによる支援強化：⑰貿易集積地の育成、⑱貿易促進プラットフォームと⑲国際

マーケティング体系の整備、⑳公共サービスプラットフォームと㉑効率的越境物流体系の構築。 

7.改革開放の深化と法治化・国際化・円滑化された貿易環境の整備：㉒管理体制の改革深化、㉓自

由貿易試験区のモデルとしての効果発揮、㉔知的財産権保護の強化と信用システム整備の強化。 

8.「共に話し合い、共に建設し、共に分かち合う」との原則に基づく「一帯一路」経済・貿易協力

の深化：㉕貿易協力の深化、㉖投資協力方式の革新、㉗貿易・投資の自由化・円滑化の促進。 

9.互恵ウインウインの堅持による貿易の新たな発展空間の創出：㉘グローバル経済ガバナンスの積

極的参加、㉙レベルの高い自由貿易区建設の加速（重要経済体との自由貿易区の建設推進等）。 

10.実施体制の強化と保障体系の健全化：㉚貿易に対する党の全面的な指導の強化、㉛法制度の整

備強化、㉜政策支援の強化、㉝リスク防止の強化、㉞仲介組織・知的サポート体制の役割強化。 

  

＊中国語全文は、http://www.gov.cn/zhengce/2019-11/28/content_5456796.htm 

から入手可能（2019年12月19日アクセス） 

以 上 

●当レポートは情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が信頼できると判断した各種データに基づ

き作成されておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、ご自身の判断にてなされますようお願い申し上げます。また、

本資料に記載された内容は予告なしに変更されることもあります。なお、当社は本情報を無償でのみ提供しております。当社からの無償の情報提供をお望みにならない場

合には、配信停止を希望する旨をお知らせ願います。 


